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多くの通所サービス事業所様のお悩み一例 

計画に落とし込むのが大変 

どのような運動が、どのような生活動作改善につながる

のか、計画作成のご負担 

効果的な活用方法がわからない 

トレーニングの目的別選択方法と効果的な運用方法検討

のご負担 

書類作成が大変 

トレーニングの設定と評価に対するご負担 

 

「TANOを導入して、レクリエーションではなくトレーニングに応用でき

ないかな～」とのご相談を多くいただきました！ 

プログラムの活用事例をご紹介します！ 

通所介護・通所リハビリテーション（共通加算） 

ＴＡＮＯでご提案できる介護保険加算一例 

【口腔機能向上加算：1回につき150単位】 

※１か月に２回まで、算定開始から３か月以内 

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置。利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に

関する課題の把握を行い、取り組むべき事項などを記載した口腔機能改善管理指導計画を作成

する。※各通所計画の中に口腔機能改善管理指導計画原案に相当する内容を記載すれば、口腔

機能改善管理指導計画の作成に代えることができる。 
 

対象者 

♦口腔清潔・唾液分泌・そしゃく・嚥下・食事摂取などの口腔機能の低下が認められる状態の方 

♦当該サービスを継続しないことにより口腔機能が低下する恐れのある方 
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